
 

 

神奈川県内障害者就労支援事業所における若年性認知症の人の受入

れに関する調査結果 

 
若年性認知症の人の支援では、本人が65歳未満であり、高齢者向けの介護保険事 

業所へ通うことに抵抗があるため、障害者総合支援法関連事業を併用することがあ

ることから、実態を把握するため障害者就労支援事業所の受入状況調査(平成29年12

月4日から12月15日)を実施した。 

 

結果 

 障害者就労支援事業所710件のうち、144件の回答(回答率20.3％)であった。 

 

１ 受け入れたことがある事業所の状況 13件 

（１）現在受け入れている事業所 

若年性認知症の人への対応として、職員を常に配置している、同じプログラムで

支援している、異なるプログラムを作成し支援している事業所等様々であった。 

課題としては、本人の病状が進行すると継続して受け入れできない可能性がある、

本人自身の病状に応じて、作業やプログラムがこなせない、相談できる外部機関が

ない等であった。（主な活動内容は〔表１〕のとおり） 

 

受け入れている事業所の主な活動内容（複数回答）             〔表１〕 

 

屋外活動 

作業：畑作業、簡単な軽作業、交通誘導、清掃、チラシ配り、製品の引

き取り、納品 

その他：散歩、認知症当事者活動、講演活動 

 

 

屋内活動 

事務：メール便配達、DM発送シール貼り、封入作業（10枚単位） 

作業：ピッキング、清掃、備品磨き、紙の選別、プラスチックの選別、

手工芸の制作、鎌倉彫下地ペーパー当て作業、アクセサリーの小分け、

運営している喫茶厨房にて、賄い作りの手伝い等 

その他：室内運動、余暇支援 

（２）以前受け入れていた事業所 

現在受け入れていない理由として、利用申請がない、家族が満足できるサービス

が事業所にない、職員が若年性認知症に関する知識や技術を持っていない等があげ

られた。 

 

２ 現在受け入れていない事業所の状況 131件 

（１）受け入れていない理由 

利用申請がない、職員が知識や技術を持っていない、病状が進行して受け入れで

きなくなる可能性があげられた。また、今後の受入れについては、わからない、又

は相談内容により判断する場合が多く、今後調整していくことが必要であることが

分かった。（主な活動内容は〔図１〕のとおり） 



 

 

 

 

 

（２）今後の受入れについて 

わからない又は相談内容で判断、受け入れできない、受け入れできる、の順だ 

った。（今後の受入れは〔図２〕のとおり） 

 

３ まとめ 

以上のことから、若年性認知症の人への支援としては、受け入れている事業所に

おいては、関係者と連携を取りながら支援を継続できるよう進めていく必要がある

と考えられる。また、受け入れていない事業所では、「申請がない」ことが挙げら

れており、今後若年性認知症支援コーディネーターを中心に、障害者就労支援事業

所の受入について、依頼していくことが必要である。また、職員が若年性認知症に

関する知識や技術を持っていない等の回答も多いことや、今回の回答率が低いこと

から、若年性認知症に関する普及啓発を行うとともに、若年性認知症の理解を研修

会等で進めることが重要である。 

115

51

41

32

31

29

21

20

17

16

14

9

4

0 20 40 60 80 100 120 140

利用申請がない

職員が知識や技術を持っていない

病状進行で継続して受入れできなくなる可能性

他の利用者との関係うまく保てない

病状から作業やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをこなすのが困難

事業所の利用規定に合わない

通所や外出支援に関して困難がある

関係機関や病院との連携が取れない

家族が満足できるｻｰﾋﾞｽが事業所にない

定員がいっぱいで受け入れられない

事業所のｻｰﾋﾞｽを十分利用できそうにない

相談できる外部機関がない

その他

受け入れていない理由 （複数回答） 件数 N=400    

受入れでき

る, 19, 

15%

受入れでき

ない, 41, 

31%

わからな

い、又は相

談内容で判

断, 70, 

54%

今後の受入について

〔図１〕 

 

〔図２〕 

 


